
　１ 登録免許税の軽減措置について 【適用家屋の要件及び必要書類】

　　自己の居住の用に供する一定の家屋にかかわる

　登録免許税については、下記のような税率の軽減

　が行われています。　　　＊法：租税特別措置法 租税特別措置法施行令第41条

登記の種類 税率の軽減 根拠法 ・共通要件
 所有権の保存登記  4/1000→1.5/1000 法第72条の２  (1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること 　　　
 所有権の移転登記 20/1000→ 3 /1000 法第73条  (2)床面積が50㎡以上であること
 抵当権の設定登記  4/1000→ 1 /1000 法第75条  (3)区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
特定認定長期優良住宅  (4)事務所、店舗等の併用住宅については、その床面積の90％を超える部分が住宅であること
　の所有権保存登記 ・建築後１年以内の家屋
特定認定長期優良住宅

　の所有権移転登記

認定低炭素住宅

　の所有権保存登記

認定低炭素住宅

　 　の所有権移転登記

　３　お問い合わせ及び申請先

　○市民税課(相模原市役所 第２別館 １階)

　　　電話　０４２(７６９)８２９７

  ○緑市税事務所（市緑区合同庁舎 ５階）

　　　電話　０４２(７７５)８８０６

　○南市税事務所(市南区合同庁舎 ３階) 《未転入の場合》

　　　電話　０４２(７４９)２１６１ 　住民票の異動手続きを済ませていない場合は、上記の必要書類の他に、次の書類が必要です。

　○城山まちづくりセンター(城山総合事務所 本館１階) ★申立書(別紙様式参照)…入居予定年月日等記載。必ず本人が記入してください。

　　　電話　０４２(７８３)８１０３

　○津久井まちづくりセンター　（津久井総合事務所　１階）

　　　電話　０４２(７８０)１４００

　○相模湖まちづくりセンター(相模湖総合事務所 ２階) ●添付書類(別紙申立書様式に記載のとおり)

　　　電話　０４２(６８４)３２１４ ●現在の住民票（個人番号無記載のもの）

　○藤野まちづくりセンター(藤野総合事務所 １階) ※ 必要書類の★印は原本、●印は写しをご提出ください。

　　　電話　０４２(６８７)５５１４ ※ その他の必要書類は提示のみです。（原本・写しのどちらでも可です。手続き後、返却します。）

  ※必要書類等のお問い合わせは市民税課へお願いします。 ※ 個人番号が記載された住民票では受付を行っておりませんので、予めご了承ください。
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・以下のいずれかに該当する家屋
① 登記簿上の建築日付が昭和57年１月１日
　 以降の家屋
② 登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日
 　以前の家屋
※②については、取得日の２年以内に発行され
た
●耐震基準適合証明書
●瑕疵担保付保証明書
●住宅性能評価書（耐震等級評価が等級１、
　等級２または等級３であるものに限る）
　のいずれかが必要
※移転登記については、取得原因が売買または
  競落であること

★家屋未使用証明書
　（別紙様式参照）
●売買契約書、譲渡証明書、
　売渡証書のいずれか

　登録免許税の軽減措置を受けるためには、家屋の要
件についての市長の証明が必要です。
　別紙「住宅用家屋証明申請書」により必要書類を添
えて申請してください。
　なお、共有の場合は居住する共有者全員の氏名・住
所を記入してください。
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令和６年１２月から適用　　

住 宅 用 家 屋 証 明 の 手 続 き に つ い て

新　築　住　宅 建築後未使用の住宅

（ 注 文 住 宅 等 ） （ 建 売 住 宅 等 ） （ 中 古 住 宅 ）

★入居見込み確認書…入居予定年月日等記載。対象家屋の取得を宅地建物取引業者が代理又は媒介している場合
に、宅地建物取引業者が記入してください。入居見込み確認書がある場合は、本人からの申立書は不要です。な
お、譲渡証明書・売渡証書に宅地建物取引業者の記載がない場合は、売買契約書をご用意ください。

租税特別措置法施行令第41条

建築後使用されたことのある住宅
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租税特別措置法施行令第42条

・登記関係書類（以下のうちのいずれか）
　登記事項証明書（法務局発行のものまたは
　　　　　　　　　インターネット登記情報(※)）
　電子申請の登記完了証
　登記完了証及び受領書
  登記完了証及び要約書
  登記完了証及びインターネット登記情報(照会番号なしも可)
※照会番号及び発行年月日が記載され、発行日から100日以内
のもので、相模原市が同じ内容の登記情報を確認できることが
条件です。登記申請中の場合、確認ができませんのでご注意く
ださい。
・確認済証または検査済証
・住民票（個人番号無記載のもの）

次に該当する場合は、以下の書類も必要です。
《特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅》
・申請書の副本（※）及び認定通知書
※担当課の受付印またはスタンプが押印してあるもの

・登記事項証明書
　法務局発行のものまたは
　インターネット登記情報（左記参照）
・住民票（個人番号無記載のもの）
●売買契約書、譲渡証明書、売渡証書
　のうちいずれか
●代金納付期限通知書(競落の場合)
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・取得後１年以内の家屋


